
報承第５号  

 

 

   西脇市国民健康保険条例及び西脇市後期高齢者医療に関  

する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市国民健康保険条例及び西脇市後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例を地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第  179条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規

定によりこれを報告し、その承認を求める。  

 

 

  令和２年５月 19日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 国内における新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、感染し

た場合に休暇を取得しやすい環境を整備することを目的として、国民

健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に対し傷病手当金を支給する

ため。  

 



西脇市専決第６号  

 

 

   西脇市国民健康保険条例及び西脇市後期高齢者医療に関  

する条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市国民健康保険条例及び西脇市後期高齢者医療に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、地方自治法（昭和 22年法律第 67

号）第  179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  

 

 

  令和２年５月１日  

 

 

西脇市長  片  山  象  三  
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国

民
健

康
保

険
条

例
及

び
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脇
市

後
期

高
齢

者
医

療
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
（

西
脇

市
国

民
健

康
保

険
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

条
 

西
脇

市
国

民
健

康
保

険
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
0
6
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
 
 
附
 
則
 

１
～
４
 
（
略
）
 

 
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
）
 

５
 
給
与
等
（
所
得
税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
を

い
い
、
賞
与
（
健
康
保
険
法
第
３
条
第
６
項
に
規
定
す
る
賞
与
を
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
24
年
法
律
第
31
号
）
附
則
第

１
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
」
と
い
う
。
）
に
感
染
し
た
と
き
又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
当
該
感
染
症
の

感
染
が
疑
わ
れ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
３
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
の
う
ち
労

務
に
就
く
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
日
に
つ
い
て
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
す
る
。
 

６
 
傷
病
手
当
金
の
額
は
、
１
日
に
つ
き
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
始
め
る
日
の
属
す
る
月
以

前
の
直
近
の
継
続
し
た
３
月
間
の
給
与
等
の
収
入
の
額
の
合
計
額
を
就
労
日
数
で
除
し
た
金

額
（
そ
の
金
額
に
、
５
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
５
円
以
上
10

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
10
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
の
３
分
の

２
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
、
50
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
50
銭
以
上
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
１
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す

る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
法
第
40
条
第
１
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
等
級

の
最
高
等
級
の
標
準
報
酬
月
額
の
30
分
の
１
に
相
当
す
る
金
額
の
３
分
の
２
に
相
当
す
る
金

額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
金
額
と
す
る
。
 

７
 
傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
は
、
そ
の
支
給
を
始
め
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
６
月
を
超
え

な
い
も
の
と
す
る
。
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
被
保
険
者
等
に
係
る
傷
病
手
当
金
と
給
与
等

と
の
調
整
）
 

８
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合
又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
当
該
感
染

症
の
感
染
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
給
与
等
の
全
部
又
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

被
保
険
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
傷
病
手
当
金
を
支
給
し

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
給
与
等
の
額
が
、
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
支
給
す
る
。
 

９
 
前
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
が
、
そ
の
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
給
与
等
の

全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
そ
の
全
額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
は
傷
病
手
当
金

 

 
 
 
附
 
則
 

１
～
４
 
（
略
）
 

 （
新
設
）
 

        （
新
設
）
 

        （
新
設
）
 

   （
新
設
）
 

    （
新
設
）
 

  



  
の
全
額
、
そ
の
一
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
受
け
た
額
が
傷

病
手
当
金
の
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
そ
の
額
と
傷
病
手
当
金
と
の
差
額
を
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
傷
病
手
当
金
の
一
部
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
額
を
支

給
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

10
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
本
市
が
支
給
し
た
金
額
は
、
当
該
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
所
の

事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
。
 

 

    （
新
設
）
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西
脇
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者
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例
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）

 

第
２

条
 

西
脇

市
後

期
高

齢
者

医
療

に
関

す
る

条
例

（
平

成
2
0
年

西
脇

市
条

例
第

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る
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改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
本
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

 
⑻
 
広
域
連
合
条
例
附
則
第
５
条
の
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
係
る
申
請
書
の
提
出
の
受
付
 

 
⑼
 
（
略
）
 

 

 
（
本
市
に
お
い
て
行
う
事
務
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

（
新
設
）
 

⑻
 
（
略
）
 

 

  
 

 
附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

し
、

第
１

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
西

脇
市

国
民

健
康

保
険

条
例

附
則

第
５

項
か

ら
第

1
0
項

ま
で

の
規

定
は

、
傷

病
手

当
金

の
支

給
を

始
め

る
日

が
令

和
２

年
１

月
１

日
か

ら
規

則
で

定
め

る
日

ま
で

の
間

に
属

す
る

場
合

に
適

用
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 


